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規 則

支庁長事務委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第４６号

支庁長事務委任規則の一部を改正する規則
支庁長事務委任規則（昭和２３年北海道規則第８０号）の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
総合振興局長等事務委任規則

本則中「は、支庁長」を「は、総合振興局長及び振興局長（以下「総合振興局長等」とい
う。）」に改める。
総務部の項１の事項中「支庁長」を「総合振興局長等」に改める。
総合政策部の項２の事項�ただし書中「支庁」を「総合振興局又は振興局（以下「総合振
興局等」という。）」に改める。
環境生活部の項中「第１０条第１項」を「第１６条第１項」に改める。
保健福祉部の項１の事項を次のように改める。
１ 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）に基づく次に掲げること。ただし、２以上の
総合振興局等の所管区域にわたるものを除く。
� 同法第１０６条第１項の規定による事業及び財産の状況の報告又は検査に関すること。
� 国民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第５３号）第４３条の規定による事業状況の
報告の受理に関すること。
保健福祉部の項９の事項から１１の事項までを次のように改める。
９ 民生委員の職務に関する指揮監督に関すること。
１０ 民生委員の指導訓練に関すること。
１１ 民生委員協議会を組織する区域の決定に関すること。

経済部の項１の事項�ただし書、�ただし書及び�ただし書中「２支庁以上」を「２以上
の総合振興局等」に改め、同事項�ただし書及び�ただし書中「支庁長」を「総合振興局長
等」に改め、同項４の事項中「支庁の」を「総合振興局等の」に、「支庁長」を「総合振興
局長等」に改める。
農政部の項２１の事項ただし書及び２８の事項ただし書中「支庁」を「総合振興局等」に改め
る。
水産林務部の項１の事項ただし書及び３の事項�から�までの規定中「支庁」を「総合振
興局等」に改め、同項６の事項中「及び北海道立津別２１世紀の森並びに」を「、北海道立津
別２１世紀の森、北海道立道民の森及び」に、「後志支庁、上川支庁及び網走支庁」を「後志
総合振興局、上川総合振興局、石狩振興局及びオホーツク総合振興局」に改める。
建設部の項１の事項�ただし書中「支庁」を「総合振興局等」に改める。
附 則

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。
２ 保健福祉事務所長事務委任規則（平成１６年北海道規則第９２号）は、廃止する。
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